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議 案 第 １ 号

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 位 置 に つ い て

１ 諮 問 理 由

平 成 20 年 ８ 月 ６ 日 付 け で 、 北 日 本 通 商 株 式 会 社 代 表 取 締 役 小 松

弘 之 か ら 、 ご み 処 理 施 設 （ 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 ） の 設 置 位 置 に つ

い て 建 築 基 準 法 第 51 条 た だ し 書 き に 基 づ く 許 可 の 申 請 が あ っ た た

め 、 都 市 計 画 上 支 障 が な い か ど う か 本 審 議 会 へ 諮 問 す る も の で あ

る 。

２ こ れ ま で の 経 緯

申 請 者 は 、 申 請 位 置 の 秋 田 市 飯 島 字 穀 丁 大 谷 地 157番 地 ５ に お い

て 、 一 般 家 庭 か ら 排 出 さ れ る 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 を 再 生 原 料 化 し て

市 場 に 還 元 し て お り 、 現 在 そ の 処 理 量 は １ 日 あ た り 4.8ｔ で あ る 。

全 国 的 に 廃 プ ラ ス チ ッ ク の 分 別 収 集 が 進 み 、 今 後 は リ サ イ ク ル

処 理 量 の 増 加 が 見 込 ま れ る た め 、 １ 日 当 た り の 処 理 量 を 9.6ｔ と す

る 計 画 が あ り 、 こ の 処 理 量 が 建 築 基 準 法 、 同 施 行 令 お よ び 廃 棄 物

の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 に 定 め る 規 模 に 該 当 す る こ と

か ら 、 今 回 の 諮 問 に 至 っ た も の で あ る 。

３ 処 理 施 設 の 位 置 と 施 設 の 概 要

別 紙 資 料 １ の と お り

４ 処 理 施 設 周 辺 の 土 地 利 用 状 況 に つ い て

処 理 施 設 は 秋 田 県 が 分 譲 し た 秋 田 港 ・ 北 港 背 後 地 区 内 に 所 在

し 、 秋 田 港 か ら 約 1.4㎞ 、 国 道 ７ 号 か ら 約 1.7㎞ に 位 置 し 、 周 辺 は

工 場 や 工 業 系 の 事 務 所 な ど が 存 在 し て い る 。 処 理 施 設 敷 地 の 前 面
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は 幅 員 約 15ｍ の 道 路 が 整 備 さ れ 、 こ の 道 路 が 国 道 ７ 号 お よ び 、 主

要 地 方 道 秋 田 天 王 線 に 接 続 し て い る 。

ま た 、 北 東 方 向 約 300ｍ に は 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 と 南 東

方 向 約 200ｍ に は 第 １ 種 住 居 地 域 の 住 宅 地 が 広 が り 、 そ の 間 に 住

宅 を 含 む 準 工 業 地 域 を 挟 ん で い る 。

な お 、 都 市 計 画 に 定 め る 用 途 地 域 は 工 業 専 用 地 域 で あ り 、 防 火

地 域 の 指 定 は な い 。




